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経営労務という講義では，経営学の中で，

「ヒト」に関する課題や問題が取り上げられ

る。もちろん他の経営学関連の講義（例：経

営組織，生産管理など）で，「ヒト」を扱うこ

ともある。しかし，それはあくまでその分野

の研究や講義で必要な範囲にのみ限られてい

る。さらに，経営関連以外にも，「ヒト」を研

究する多くの科目がある。経済学部では労働

経済学があり，他の学部ではあるが，心理学，

社会学，政治学，文学，さらに言えば医学や

産業工学，人間工学などの理系の科目におい

ても，「ヒト」が，その講義の対象となってい

る。

では，経営学ではどのような点で，これら

の学問と異なるのであろうか。それは，社会

における，経営という独特の活動，あるいは

企業という独特の存在と関わらせて，「ヒト」

の問題を取り上げることである。これを端的

に言えば，「企業におけるヒトの労働」を核に

して学問が成立しているということである。

そこで以下では，まず「働くことの意味」，

「経営における労働の意義」，そして「企業の

労働への対応策」という順で，内容を説明す

ることにする。

Ⅰ 経営学における労働の意味と，働くこ

との本質

１．働くことの本質（労働哲学の必要性）

ヒトは何のために働くのであろうか。この

ことを理解しなければ経営労務を語ることは

できない。こう述べると，このような哲学的

な問いが，経営学という実践的な学問におい

て必要なのかという反論が投げかけられるか

もしれない。しかしながら，二つの意味にお

いて，経営には哲学は不可欠である。第一に

経営者および従業員は，自らの経営や労働に

関して，何のために企業を運営するのか，あ

るいは何のためにこの仕事をするのかについ

て明確な考えを持つ必要がある。たとえば，

企業の不祥事の発生時における経営者の対応

を決定するであろうし，常日頃社会や従業員

に対して提示するような経営哲学や経営倫理

と関連する。また，従業員の立場から言えば，

それぞれが哲学や倫理を持つからこそ，問題

ある職務を忌避したり，あるいは糾弾するた

めに内部告発を行うことになるであろう。第

二に，学問とは，知識を学ぶとともに，社会

における問題や課題に対する「問いかけ」を

していくということであるが，学問の本質に

対する問いを，どの学問も避けることできな

い。実践上でも，学問上においても，哲学的

な思索が含まれるのである。

思索である反面，哲学は非常に実践的であ

り，有用なものである。この「ヒトは何のた

めに働くか」という問いを考えると，それは

すぐに理解できる。最近，定職を避けてフリー

ターとして働く若者が増えてきている。さら

に，入社しても１年以内でかなりの若者が職

を辞している。若者の視点でいえば，いった
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い自分は何のために働くかという問いに対す

る答えが見つからないため，あるいは見つけ

ようとして，定職につかないと考えられる。

もちろん，違う説明も存在する。フリーター

の方が気楽であり責任をとらなくてすむとい

う責任回避説，親の経済的援助があるから定

職に就かないというパラサイト説等々。しか

し，もっとも根本的な問題の１つには，「何の

ために」という問いかけに対する明確な答え

がないということである。かつては，多くの

場合働かなければ社会的に一人前と見なされ

なかった。また，働けば収入があり経済的に

自立ができ，さらにはよりよい地位や「よい

生活」が保証されていると言われてきた。「何

のためには働くか」という問いに対して，個々

人が用意しなくとも，世間や社会の側で答え

を提供してくれていたのである。では，現在

ではどうであろうか。少なくとも，定職とい

われる職業は，直ちに高収入や「よい生活」

をもたらすものという認識は確固たるもので

はなくなり，さらには我慢して職に居続けな

ればならないという社会的な制約や社会通念

が失われてきている。確かに，一部のスポー

ツ選手などの高収入の職業はかつてより増え

たかもしれないが，それは普通の人にとって

は手の届かない存在にしかすぎない。

そこで，「何のために働くか」という問いか

けは，経営労務の出発点として不可欠なもの

であることになる。経営労務の講義の中でも，

あるいは個々人の自習においても，常に考え

ていく必要のある課題となる。
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Ⅱ 経営における労働の意味

マズローは，人間には五つの欲求があると

した。①生理的欲求（生理的体系としての自

己の維持），②安全欲求，③社会的欲求（集団

への所属や愛情の希求），④自我欲求（自己の

尊厳，自律的思考や行動の機会への希求），⑤

自己実現欲求（自己の成長や発展の機会への

希求）である。①から⑤へとより階層をなし

ており，ある階層の欲求が充足され飽和水準

に達すると，行動の刺激とならなくなる。そ

うなると，より高次の欲求に目覚め，新たな

行動への動機づけとなる（欲求階層説）。

より簡単に言うと，①生物的自己維持欲求

――食べるため，そして身の危険を回避して，

安全に働くことを望むこと，②社会的存在欲

求――社会の一員として働くとともに，社会

からも認められたいという欲求，③成長欲求

――自らの成長を求めて働く，ということで

ある。このような欲求は，社会の発展と軌を

一にしているところがある。戦後の日本の状

況下では，生きるために働かざるを得なかっ

た。高度成長とともに，職場での安全や組織

への愛着（ロイヤリティー）が求められ，よ

り高次の欲求が満たされることになっていっ

た。高度成長が終わる頃，給料よりも「働き

がい」あるいは「やりがい」ということが盛

んに叫ばれるようになり，自我欲求さらには

自己実現欲求こそが，働く理由として喧伝さ

れていった。

ところで，これらの欲求は，どのようにし

て満たされるのであろうか。歴史的な理解は，

経済史や経営史に任せるとして，現代の社会

においては，企業活動への従事（自営業，あ

るいは組織の構成員として）によって多くの

人々はこれらの欲求を満たしていると考えら

れる。そうすると，われわれは，企業の活動

に従事することによって，どのような報酬が

得られるかということに，主に関心を向けざ

るを得なくなる。そこで，経営における労働

の意味を考えなければならなくなる。

経営における労働の意味は，既に述べたよ

うに，その労働を提供する「個人の視点」か

ら語ると同時に，その労働をもとにして企業

活動を遂行して，目的を達成することを目指

す「組織的あるいは企業的視点」から語ると

いう，二つの視点が必要となる。前者は既に

見てきたように，「何のために働くか」という

問いを中心に構成されており，後者は，企業

活動の有効性や効率性（戦略），組織体として

の個々の能力と全体的なまとまり（組織の分

化と統合；経営組織の講義参照）ということ

が，重要な議論の核となる。

企業は環境の変化（多角化，グローバル化，

情報化など）に対して，経営戦略を核として，

創造的に適応していかなければならない。た

とえば，近年情報技術の進歩によってイン

ターネットという企業にとって新しい環境が

生み出されてきた。これを基にして利益をあ

げられる仕組み（ビジネスモデル）を組み立

てようと，各企業は独自に対応策（戦略；経

営戦略の講義を参照）を練っている。このよ

うな企業間での対応の相違が，組織の内部で

のシステムや制度の差異を生み出し，その結

果，ヒトの取り扱いが異なるものとなる。

たとえば，対応（戦略）の失敗が，企業が

保有するさまざまな経営資源の効率的な利用

の失敗につながり，特に人的資源（ヒト）に

関して言えば，昇給の停止，従業員の配置転

換（勤務部門の移動），解雇，採用の縮小や停

止につながっていく。また，戦略の遂行がう

まくいった企業では，給与や昇進の可能性の

経営労務
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増加，採用の増加や種々の教育訓練の充実な

どが図られる。

しかし，ヒトの問題は，戦略の失敗に左右

されるだけではない。どのような人材が企業

内にいるか，あるいは優秀な人材をどれほど

獲得できるかということが，いかなる戦略を

採用できるかを決定することになる。海外に

進出しようとしても，海外経験のない社員ば

かりでは如何ともしがたいからである。その

ために，企業はどのような戦略をとるかを見

据えながら，社員の採用，昇進および教育訓

練を考えることが必要となる。

すなわち，企業にとって，ヒトは，環境適

応するために必要不可欠な資源であることに

なる。この資源をいかに確保するかというこ

とともに，後述するように，業務によってあ

るいは教育訓練によって，人的資源（ヒト）

は自己発展をするため，その発展を助成する

ことが企業にとって必須の要件である。

Ⅲ 企業における労働

１．能力の変化

企業に必要な労働を確保する場合に重要と

なるのは，労働を提供する人材が，労働自体

およびその労働によって遂行される作業（課

業）を担えるだけの能力があるかどうかを判

断しなければならないということである。

その判断の第一段階が，組織への参加の可

否を決定する「採用」によって行われる。こ

こでは，組織は，個別の作業に直結するもの

だけではなく，特に日本企業では組織が必要

とする作業全般を十分に遂行できる能力，す

なわち一般的かつ潜在的な能力を発見しよう

とする。

では，企業活動に必要となる作業に直接関

連する能力はどのように身につけていくので

あろうか。それは，企業が従業員に提供する

「教育・訓練」によって行われるのである。

これには，大別して，３つの形式がある。第

一に，学校で行われるとほぼ同様に，講義形

式にて知識を与えていくものである。これは，

仕事の現場から受講者を離して，教室等で行

うため，「Off JT（Off the Job Training）」

と呼ばれている。これは，講義内容が体系的

であるとともに，受講生に均質に教えられる

という利点がある反面，教え込まれる知識が

現場のニーズからはずれていたり，講義室外

での応用可能性が低いという問題がある。第

二に，業務遂行の場で，あるいは業務遂行の

場を模した施設で，行われる教育・訓練を

「OJT（On the Job Training）」と呼ぶ。実

践的な知識が，それが必要となる場面で教え

込まれるために，習得および応用可能性が高

いものとなる。しかし，教える知識が体系的

に整備されていなかったり，教える側が訓練

という意識を持たない場合には，非体系的・

場当たり的なものとなるという問題が生じ

る。第三に，業務に直接は関係しないが，そ

の遂行を円滑にする知識，あるいは業務の基

盤となるような知識を身につけてもらうため

に，個人の自主性を尊重しながら，知識習得

に励む形式のものを「自己啓発」と呼ぶ。主

に，通信教育や資格取得のための情報提供お

よび費用の一部負担などが行われる。個人の

向上心を刺激して，業務知識以外の重要な知

識を自ら進んで学習するという態度を育成す

る可能性はあるが，業務が忙しくなると後回

しにされ修了できなくなるという問題もあ

る。
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２．組織内の活動

組織が必要となるのは，個々人では達成で

きない作業の遂行や目標の達成が目指されて

いるためである。ただし，個々人の活動が組

織の活動に直接つなげられていることは少な

く，集団の一員として作業に従事することに

より，組織の活動を支えるという形態をとる。

ヒトは，組織の中で，ひとまとまりの職務

群を遂行するための集団に所属することにな

る。その中で，それぞれの分担すべき職務が

割り振られていく。ただし，既にある集団で

あれば，ある職務にヒトが割り当てられる形

になる。この中で，各人はその職務の目的を

達成するために，作業を行うことになる。個々

の職務目的の達成が必要であるとともに，そ

の集計としての集団の目標も達成されなけれ

ばならない。そのために，各職務あるいは各

人が統率がとれない状態でバラバラに目標達

成を目指すのではなく，一定の規律が必要と

なる。

ではその規律はどのように確保されるので

あろうか。まずそこには，全体を見回して作

業全体の方向付けをするためのリーダーシッ

プが必要となる。このリーダーシップには，

各作業メンバーを職務遂行に動機づけていく

（モティベーション，配慮）こと，割り当て

られた作業集団の職務全体の適切な配置や再

配置（職務拡大や充実），あるいは集団，時に

は組織全体を環境の変化に適応するように変

化させること（組織開発）が含まれる。

欲求階層説で見たように，学問の歴史から

見ると，組織内のヒトは，機械の補完的な存

在（「科学的管理論」的視点）としてから，次

第に社会性や感情を持つ存在（「人間関係論」

的視点）であるとともに，自らを向上させよ

うとする存在として（「人的資源論」的視点）

認識されるようになってきた。このような変

化とともに，上述のように組織あるいは集団

の中での職務遂行ということが意識されたこ

とが相俟って，「社会・技術システム論」とい

う考え方が出現した。技術優先で職務の効果

的設計や職務の効率的遂行が行われるのでは

なく，社会システムすなわちヒトの集団およ

びその満足をも同時に捉えなければならない

という考え方である。現在において，この考

え方がもっとも優れている。

３．労働条件

このような考え方の変化とともに，ヒトの

問題には，その活動の持続および賃金（家計

を支えるもっとも基本的な収入）の問題があ

る。ヒトが，その職務あるいは作業集団に満

足しているとしても，ただちにそれが作業の

継続性あるいは活動の連続性を保証するもの

にはならない。ヒトは，機械とは違って（た

だし機械でも保守・点検が必要であるが），24

時間連続して稼働することはできないからで

ある。一定のやる気（動機づけ）のためにも，

消耗した肉体を回復するためにも，労働時間

の制限（たとえば，一日あたり８時間，週あ

たり40時間，そして年間あたり2000時間，

定年制―生涯労働時間―など），あるいは休暇

の充実（たとえば，週休二日制，年次有給休

暇制，ボランティア休暇など）が欠かせない。

また，労働時間とともに，作業環境の改善が

必要となる。夏の暑さや冬の寒さ，騒音，悪

臭，身体上の危険あるいは職場の乱雑さへの

対策が求められる。このような問題ある環境

の改善ではなく，より快適な職場となるよう

な方策（職場の緑化など）も求められること

になる。

次に，賃金の問題がある。賃金は，労働の
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対価であるとともに，組織のメンバーが生活

をする上での基本的な支出の源泉となってい

るという点で非常に重要なものである。生活

を続けていくための原資として，他人から認

められているという評価の基準として，さら

には自己実現の手段として，賃金は不可欠の

ものである。この多面性ゆえに，賃金の問題

は労務論ではたえず重要な位置を占めること

になる。

労働の対価としての賃金は，労働市場の需

給および労使交渉（春闘などでの経営者団体

と労働組合の連合体との交渉）によって大枠

が決定されるが，その中身についていえば，

上図のように分類できる。年間賞与など企業

業績に応じて変動するものと，額が決まって

いる賃金に分けられる。後者はさらに，所定

内賃金と，超過労働に対して支払われる所定

外賃金に区分される。所内賃金における諸手

当とは，生活保障的（家族手当，地域手当な

ど），および出勤率維持のための皆勤手当や精

勤手当，特別の勤務や勤務形態に対するもの

（営業・外勤手当，危険手当，交代勤務手当

など）がある。ただし，この手当は，所定内

賃金に占める割合は10数％とあまり大きく

はない。

基本給は，賃金総額に占める割合から見て

も，所定外賃金や定期昇給，さらには退職金

の算定基礎となるなど，重要な賃金区分であ

る。では，この基本給の決定はどのようにな

されるのであろうか。我が国では，仕事に基

づく決定（仕事給），そして企業の勤続年数（年

功給）による決定に区分できる。仕事給は，

さらに担当する職務の難易度によって賃金が

決まる「職務給」と，仕事のタイプを大まか

に分け（例；事務職，技術職，技能職など），

その中を七段階前後の等級に分け，それを賃

金に結びつけた「職能給」に分けられる。年

功給は，企業の勤続の長さが，経験や知識の

集積とその発現の高度化に結びつくという想

定の基に，その勤続，すなわち年功に給与を

結びつけたものである。近年，経験や年功（あ

るいは入社年次）に基づく給与に対して批判

が起こっている。すなわち，高年齢者ほどそ

の業績以上に給与をもらっているのではない

かという批判である 。そこで，個々の従業員

の顕在的な能力や業績をのみ基にして給与を

決定する「年俸制」（少し乱暴であるが，スポー

ツ選手の給与の決定と同じである。今年度の

実績に基づき来年度の給与の増減が決定され

る）の導入が盛んに行われるようになってき

た。

４．家計と労働

このような賃金は，企業のメンバーにとっ

て，自らの家計を維持するための重要な収入

となる。当人だけではなく，その家族にとっ

ても主たる収入源となり，そこから生活費，

養育・教育費，教養娯楽費などが捻出される

⎧
｜

⎨

｜
⎩

決まって支給される賃金

⎧

⎨

⎩

所定内賃金
⎧
⎨
⎩

基本給

諸手当

所定外賃金―――超過労働給与

年間賞与，その他特別

給与，臨時給与など 賃金の構成（赤岡他，1989）>
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ことになる。生活費は，これにより肉体的な

維持だけではなく，自らの将来への展望や家

族扶助の責任の遂行を保証するようなもので

あるために精神的な支えにもなる。さらに，

養育・教育は，次世代の人々の労働能力およ

び家計形成の基盤となり，必要なものである。

かつては，この費用の中のかなりの部分が，

老後の保障とも考えられてきたが，近年では

それは年金という形で自らで保障していくよ

うになってきている。

このような生活設計は，かつてであると，

企業がほとんど肩代わりしてきたと言える。

年功給であれば，家族構成の変動に従い，次

第に増加する生活費や教育費をほぼ自動的に

賄うことが可能であったし，年金も企業がそ

の運用を任され退職後に支給されるように

なっていた。しかし，現在では年功的な賃金

制度は後退し，顕在的な能力およびその発露

としての業績に賃金は連動するようになり，

生活に要する費用の増減との結びつきは薄れ

てきている。また，年金にしても確定給付型

（通称401K）では，運用の決定は従業員個々

人に任されつつある。そこで運用に差が生じ

ることになれば，同一勤続年数であっても受

け取れる年金に差が生じることになるかもし

れない。

このような意味で，これからの賃金および

それに基づく生活に関していえば，収入と支

出を短期（特に１年単位）でバランスをとる

だけではなく，より長期に生活的な側面では

（５年以上），退職後の設計では（20年以上）

の期間に渡って収支を考えなければならなく

なる。個々人にも，長期的な視野と戦略が必

要とされるようになりつつある。

Ⅳ 最 後 に

経営とは，時代に応じて変化するものであ

るとともに，他の企業や組織のあり方との比

較を通じても変わりうる。間違いなく，その

一分野である経営労務も同様である。しかし，

他の経営資源においても多少その傾向はある

が，特に労働では強く表れることがある。そ

れは，この労働が変化することを通じて，労

働を提供する本人だけではなく，それが支え

る家族を，さらに家族が生活している社会を

も変えていかざるを得なくするということで

ある。そこで，経営労務では，過去に起こっ

た労働の変化と社会の変化を捉えるととも

に，これから起こるであろうそれぞれの変化

を理解することが必要となる。このような変

化を意識しながら，上に述べてきた各項目を

学習していくことが，経営労務講義の目的と

なる。

経営労務全般を学ぶため著作としては，赤

岡功，岸田民樹，中川多喜雄著，（1989），『経

営労務』，有斐閣，および，佐藤博樹／藤村博

之，八代充史著，（1999），『新しい人事労務管

理』，有斐閣がある。

また，企業側からの視点としての著作として

は，森島基博編，（2002），『21世紀の“戦略型

“人事部』，日本労働研究機構を，また個人の

側からの視点ものとしては，玄田有史著，

（2001），『仕事の中の曖昧な不安』，中央公論

新社をあげておく。

注

１）これは，若年時期において業績に相当した給与

がもらえず，在職年次の後期において，その穴埋
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めが行われているという考え方である。このこと

により，企業に長期間勤めることが有利となる。

加えて，退職金制度も，在職期間が長ければ長い

ほど，より多くの退職金をもらえるようになって

いた。両制度とも長期勤続を推進するものとして

機能していたと言える。

（名古屋大学大学院経済学研究科）
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